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○老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則 

平成二十四年四月一日規則第四十二号 

改正 

平成三〇年　三月三〇日規則第二一号 

令和　三年　三月二二日規則第二一号 

令和　六年　三月二八日規則第一二号 

老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則をこ

こに公布する。 

老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則 

（趣旨） 

第一条　この規則は、老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成二十四年広島県条例第八号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

（定義） 

第二条　この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

（記録の整備） 

第三条　特別養護老人ホームの設置者は、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなけ

ればならない。 

２　特別養護老人ホームの設置者は、入所者又は入居者（以下「入所者等」という。）の処遇の状

況に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 

一　入所者等の処遇に関する計画 

二　行った具体的な処遇の内容等の記録 

三　条例第十四条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者等の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

四　条例第二十二条第二項の規定による苦情の内容等の記録 

五　条例第二十三条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った措置についての記録 

（食事） 

第四条　特別養護老人ホームの設置者は、栄養並びに入所者等の心身の状況及びし好を考慮した食

事を、適切な時間に提供しなければならない。 
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２　特別養護老人ホーム（ユニット型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人

ホームを除く。第六条第一項及び第九条第一項において同じ。）の設置者は、入所者等が可能な

限り離床して、食堂で食事をとることを支援しなければならない。 

（相談及び援助） 

第五条　特別養護老人ホームの設置者は、常に入所者等の心身の状況及びその置かれている環境等

の的確な把握に努め、入所者等又はその家族からの相談に適切に応じ、必要な助言その他の援助

を行わなければならない。 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第六条　特別養護老人ホームの設置者は、教養又は娯楽に供する設備等を備えるほか、適宜入所者

のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 

２　特別養護老人ホームの設置者は、入所者等が日常生活を営むために必要な行政機関等に対する

手続について、当該入所者等又はその家族が行うことが困難である場合は、当該入所者等の同意

を得て、これらの者に代わって当該手続を行うものとする。 

３　特別養護老人ホームの設置者は、常に入所者等の家族との連携を図り、入所者等とその家族と

の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

４　特別養護老人ホームの設置者は、入所者等の外出の機会を確保するよう努めなければならない。 

（健康管理） 

第七条　特別養護老人ホームの医師又は看護職員は、常に入所者等の健康の状況に注意し、必要に

応じて健康保持のための適切な措置をとらなければならない。 

（施設長の責務） 

第八条　施設長は、職員に第三条から前条まで及び次条から第十七条までに規定する事項を遵守さ

せるために必要な指揮命令を行うものとする。 

（勤務体制の確保） 

第九条　特別養護老人ホームの設置者は、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職

員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

第十条及び第十一条　削除 

（地域との連携等） 

第十二条　特別養護老人ホームの設置者は、地域住民との連携及び協力を行い、地域との交流を図

らなければならない。 
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２　特別養護老人ホームの設置者は、提供したサービスに関する入所者等からの苦情に関して市町

村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

（ユニット型特別養護老人ホームの食事） 

第十三条　ユニット型特別養護老人ホーム（ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを含む。以

下同じ。）の設置者は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について

必要な支援を行わなければならない。 

２　ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を

提供し、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事をとることができるよう必要

な時間を確保しなければならない。 

３　ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよ

う、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事をとることを支援しなければならない。 

（ユニット型特別養護老人ホームの社会生活上の便宜の提供等） 

第十四条　ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、入居者のし好に応じた趣味、教養又は娯楽

に係る活動の機会を提供し、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 

（ユニット型特別養護老人ホームの勤務体制の確保等） 

第十五条　ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、入居者に対し、適切なサービスを提供する

ことができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

（地域密着型特別養護老人ホームに併設される事業所等の規模） 

第十六条　地域密着型特別養護老人ホームに指定短期入所生活介護事業所等を併設するときは、地

域密着型特別養護老人ホームが小規模でより地域に密着した居住環境を提供する施設であること

を踏まえ、当該指定短期入所生活介護事業所等を併設したことによって地域密着型特別養護老人

ホームとしての趣旨を損なうことのないよう、当該指定短期入所生活介護事業所等の入所定員等

を定めなければならない。 

（地域密着型特別養護老人ホームと地域との連携等） 

第十七条　地域密着型特別養護老人ホーム（ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを含む。以

下同じ。）の設置者は、その運営に当たっては、入所者等、入所者等の家族、地域住民の代表者、

当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する市町の職員又は当該地域密着型特別養護老人ホー

ムが所在する区域を管轄する介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援セン

ターの職員、地域密着型特別養護老人ホームについて知見を有する者等により構成される協議会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族（以
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下この項において「入所者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用

について当該入所者等の同意を得なければならない。）（以下「運営推進会議」という。）を設

置し、おおむね二月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評

価を受け、運営推進会議から要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

２　地域密着型特別養護老人ホームの設置者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録

を作成し、当該記録を公表するものとする。 

（電磁的記録等） 

第十八条　特別養護老人ホームの設置者及びその職員は、作成、保存その他これらに類するものの

うち、条例及びこの規則において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その

他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をい

う。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（次項に規定

するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

２　特別養護老人ホームの設置者及びその職員は、説明、同意その他これらに類するもの（以下「説

明等」という。）のうち、条例及びこの規則において書面で行うことが規定されている又は想定

されるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的

方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることが

できる。 

附　則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（平成三〇年三月三〇日規則第二一号） 

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。 

附　則（令和三年三月二二日規則第二一号抄） 

（施行期日） 

１　この規則は、令和三年四月一日から施行する。（後略） 

附　則（令和六年三月二八日規則第一二号抄） 

（施行期日） 

１　この規則は、令和六年四月一日から施行する。（後略）


